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年始、春節前におけるASF（アフリカ豚コレラ）、口蹄疫等の防疫対策の徹底について
第12回全国和牛能力共進会の出品牛造成にご協力をお願いします

防疫演習を実施しました
県有種雄牛精液使用状況報告、家畜繁殖業務成績報告（繁殖集計）をお願いします



２

継続してASF（アフリカ豚コレラ）、CSF（豚コレラ）に最大の警戒をお願いします

　また一方、国内におけるCSFの発生は、飼養豚では岐阜県、愛知県など中部地方を中心とした１府８県となっ

ていますが、その他、感染した野生イノシシが確認された県を含めると12の県に及んでいます。現在、CSFの感

染が確認された地域はワクチン接種推奨地域に設定され、予防的なワクチン接種による対策が進められていますが、

今後も予断を許さない状況となっています。

　養豚農家の皆様におかれましては、農場へのウイルスの侵入防止のため、飼養衛生管理基準遵守の徹底をお願い

します。

　アジアでのASFは、現在までに10か国で発生が確認されています。韓国では９月17日の初発以降、12月１日

までに飼養豚での14例の発生に加え、野生イノシシにも感染が確認されており、さらなる拡大が危惧されます。

さらに、日本国内の空港では、アジア等からの旅行客が畜産物を携行品として持ち込むケースが後を絶たず、日本

国内へのウイルス侵入リスクは非常に高い状況です。
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３

　鳥インフルエンザの国内での発生は昨年1月以来ありませんが、周辺諸国では依然として発生が継続しており、

また、愛媛県、栃木県及び奈良県では野鳥から低病原性鳥インフルエンザが確認されるなど、発生のリスクが高まっ

ていると考えられます。

　過去、国内での発生では、いずれも農場の近くにため池等の水場が存在しており、これが発生リスクを高める要

因と考えられています。畜舎内へのウイルスの侵入は、野鳥による可能性に加え、これら近隣の水源がウイルスで

汚染され、未消毒で給与されることによる可能性も考えられます。

　家きん飼養者の皆様においては、病原体を飼養施設内に侵入させないように、防鳥ネットの再点検と補修に加え、

必要に応じた飲水の消毒等の対策を徹底していただきますようお願いします。

　また、他農場へ種豚や子豚を出荷している農場は、出荷先の農場で出荷豚の導入後にCSFが発生した際には、

出荷元の種豚生産者や繁殖農場において、下記①から③のウイルスの持ち帰り防止措置が記録等で適切に講じられ

ていることが確認できなければ、疫学関連家畜飼養農場として、移動制限措置が適用され、豚や堆肥、敷料の移動

ができなくなります。



抗体陽転率（９月時点）

家畜・家きんの所有者は年１回の定期報告の提出をお願いします

４

牛異常産の発生に注意してください！

　今後、流死産や体型異常を伴う出生子牛が認められた場合には、上記ウイルスの関与も含めた原因検索が必要と

なりますので、診療獣医師もしくは当所まで連絡をお願いします。また、今後も牛異常産の発生防止のため、牛異

常産ワクチンの接種をお願いします。

　家畜伝染病予防法により、家畜・家きんを1頭（羽）でも所有している方は飼養状況などを毎年県へ報告するこ

とが義務付けられています。

　2月 1日現在の飼養状況について、牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚及びいのししの所有者は 4月 15日（水）まで

に、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥及び七面鳥の所有者は 6月 15日（月）までに当所に提出をお願い

します。

　不明な点は中央家畜保健衛生所（TEL:0957-25-1331）までお尋ねください。

　なお、少頭（羽）数飼養の方は「１．基本情報」の⑧畜舎等の数及び「２．飼養衛生管理基準の遵守状況」の報

告は不要です。

　　　少頭（羽）数の基準

　　　　・牛、水牛、馬　………………………………………………　１頭

　　　　・鹿、めん羊、山羊、豚、いのしし　………………………　５頭以下

　　　　・鶏、あひる、うずら、きじ、ほろほろ鳥、七面鳥　……　100羽未満

　　　　・だちょう　……………………………………………………　10羽未満

　本県では、毎年、吸血昆虫が活動する６月から11月にかけて、県下の牛飼養農家の協力を得て異常産の原因と

なるアカバネウイルスやアイノウイルス、チュウザンウイルスなど８種のウイルスについて流行調査を実施してい

ます。

　今年度は22農場を対象に調査を実施しており、９月下旬の調査において、「ピートンウイルス」「イバラキウイ

ルス」「アカバネウイルス」の動きが確認されています。このうちピートンウイルスについては九州各県で流行が

確認されており、本ウイルスが関与した牛異常産の発生には特に注意が必要です。

第12回全国和牛能力共進会の出品牛造成にご協力をお願いします

年始、春節前におけるASF（アフリカ豚コレラ）、
口蹄疫等の防疫対策の徹底について

５

　10月28日に開催された第12回全国和牛能力共進会の概要についての地域説明会において、出品区分及び条件並

びに審査基準のポイントや肉牛の部の交配種雄牛が示されました。

　交配種雄牛は、第６区は「弁慶３」、第７区は「勝乃幸」、第８区は「百合幸」としています。交配予定期間は、

人工授精は令和元年12月27日から１か月間、受精卵移植は令和２年１月３日から１か月間となっています。

　「長崎和牛日本一」の称号奪還を目指し、選りすぐりの出品牛とするため、多くの候補牛を確保できるよう、関

係者の皆様のご協力をお願いします。

　今後、年始及び春節を迎えるにあたり、世界各国（特にアジア地域）からの人・物の移動が盛んになることから、

家畜伝染病の国内侵入のリスクが高まると考えられます。

　つきましては、下記事項に留意のうえ、病原体の侵入防止対策の徹底をお願いします。また、万が一、ASF等

を疑う症状を呈する家畜を発見した場合は、速やかに当所まで連絡をお願いします。

畜産関係者はＡＳＦ等
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防疫演習を実施しました

県有種雄牛精液使用状況報告、家畜繁殖業務
成績報告（繁殖集計）をお願いします

６

　家畜伝染病の発生に備え、長崎・県央地域の防疫演習を実施しました。
　家畜伝染病全般の演習として、10月25日に県備蓄資材の搬送準備作業及び車両消毒を中心とした消
毒ポイント作業の演習を、また、鳥インフルエンザについては11月13日に異常通報受理時の連絡体制
の確認や防護服の着脱、実際に生きた鶏を用いた捕鳥、殺処分作業の流れについて演習を行いました。
演習には県のみならず市町職員の皆様にも参加いただき、業務内容の理解を深めてもらいました（表紙
の写真）。
　現在、国内でのCSF（豚コレラ）の感染拡大やASF（アフリカ豚コレラ）の国内への侵入が懸念され、
また、鳥インフルエンザにおいては発生の多い季節となり、予断を許さない状況が続いています。
　当所におきましても、万が一の家畜伝染病発生時に迅速に対応し、被害を最小限に抑えるため、今後
も防疫演習を通じて初動防疫態勢の強化に努めてまいります。

　県と「県有種雄牛凍結精液譲渡契約」を締結している方のうち、自己所有の雌牛のみの授精を行う方は、
県有種雄牛凍結精液の前年の使用実績として「種雄牛別利用状況報告書（別紙様式８）」（県有種雄牛凍
結精液譲渡契約書参照）を来年１月末までに家畜保健衛生所まで提出をお願いします。
　一方、業として授精業務を行っている方は、毎年実施している「繁殖集計」において、前年実績として「家
畜繁殖業務成績報告書」の提出をお願いします。
　なお、繁殖集計の実施日時等については、別途ご案内します。

※報告対象期間：平成31年１月～令和元年12月


